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令和６年度決算検査報告について 

 

 

標記については、会計検査院から内閣に送付されているところであるが、こ

の報告における厚生労働省所管の健康保険法等に基づく療養の給付に係る指摘

事項は別添のとおりである。 

地方厚生(支)局及び都道府県（以下、「地方厚生（支）局等」という。）にあっ

ては、保険医療機関等に対する指導の実施にあたり、指摘された内容について

一層の適正を期されるようお願いする。 

特に、令和６年度決算に係る指摘事項において、診療報酬の不適正な算定の

原因として、審査支払機関や保険者等における診療報酬明細書の審査点検が十

分でなかったこと、地方厚生（支）局等における保険医療機関に対する指導が

十分でなかったことが指摘されていることに加え、保険医療機関が入院基本料

等の算定要件及び施設基準を正しく理解できるよう、今後とも、保険医療機関

等に対する個別指導及び適時調査等を適切に実施されたい。 

また、審査支払機関及び保険者に対しては、貴職より指摘事項を周知すると

ともに、診療報酬明細書等の審査、点検の充実強化について取り組んでいただ

くようお願いする。 

 

 


